
   口座振替推進
   キャンペーンを実施
　キャンペーン期間中に新規に市税の口座振替を
お申し込みいただいた方の中から抽選で合計 30
名に 1,000 円分のＱＵＯカードを差し上げます。
　この機会にぜひ市税の納付に便利な口座振替を
お申し込みください。
●キャンペーン期間　９月２日㈪～11月29日㈮
●対象　対象となる税目について新規に口座振替
の申し込みをした方。ただし、複数の税目に
ついて申し込んだ場合も１回の申し込みとし
ます。また、次の方は対象外です。

・市税に滞納がある方
・申し込んだ口座振替を抽選時に継続していない方
●対象となる税目　市県民税（普通徴収）、固定
資産税、軽自動車税、国民健康保険税

●申込方法（①～③のいずれか）
①市役所の収納課（市役所１階）、保険課（市役所
１階）、支所市民福祉課 (アスピアこだま内）で
キャッシュカードを使用して申込（下記参照）

②以下の金融機関で通帳・届出印を使用して申込
　（埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵
野銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、埼玉縣
信用金庫、埼玉信用組合、中央労働金庫、埼
玉ひびきの農業協同組合、りそな銀行、みず
ほ銀行、ゆうちょ銀行・郵便局）

③上記①②の申込が困難な場合は申込専用ハガキ　
による申込も可能です。ハガキをご希望の方
はご連絡ください。

●当選結果　当選者発表はＱＵＯカードの発送を
もって代えさせていただきます（２月発送予定）。

　申込はキャッシュカードを利用したペイジー口
座振替受付サービスによる手続きがおすすめで
す。キャッシュカードがあれば市役所窓口で簡単
に手続きができます。通帳や届出印は不要です。

　手続きに必要なもの

　振替を希望する金融機関のキャッシュカード
※次のカードは対象外です。
●法人カード
●代理人カード
●磁気が付いていないカード

　

　ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関

埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀
行、東和銀行、しののめ信用金庫、埼玉縣信用金
庫、中央労働金庫、りそな銀行、みずほ銀行、ゆ
うちょ銀行・郵便局
※埼玉信用組合、埼玉ひびきの農業協同組合では、金
融機関窓口又は申込専用ハガキで届出印を使用した申
し込みとなります。

★収納課☎ 25- １１８１
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翌月の納期分より口
座振替が開始

10月１日より
公共施設の急速充電器の利用が有料になります

施設名 利用可能日時 利用方法 利用料金

はにぽんプラザ
年末年始等を除く
午前８時30分～午後10時

現金を投入
(100円硬貨、500円硬貨
以外は使えません）

30分以内500円/回

アスピアこだま
午前８時30分～午後９時
年末年始は
午前８時30分～午後４時

充電カードによる認証又
はスマートフォン等によ
る登録

〔ＮＣＳ（合同会社日本充電サービ
ス）会員〕
充電カードの発行元のプランに
よって異なります。

〔ＮＣＳ非会員〕
30分以内500円/回（クレジット
カード決済）

保健センター

平日のみ
午前８時30分～午後５時15分
※駐車場混雑時は利用できな
い場合があります。

　公共施設３か所に設置している次世代自動車（電気自動車、プラ
グインハイブリッド）の急速充電器が、10月 1日㈫から下記のと
おり有料になります。
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◆第１次試験日時・会場
　10月20日㈰　本庄市市民活動交流センター（はにぽんプラザ）
◆試験方法
　＜第１次試験＞　教養試験、作文試験、適性検査
　＜第２次試験＞　集団討論、面接試験（第1次試験合格者のみ）
◆受験案内・申込書　９月25日㈬まで本庄市社会福祉協議会(はにぽんプラザ内)で配布します。
　また、本庄市社会福祉協議会又は市ホームページからもダウンロードできます。
◆申込　受験案内と同時に配布した①受験申込書②履歴書（自筆記入、写真貼付）③資格を
　確認できる書類を受験者本人が本庄市社会福祉協議会へ直接持参してください。
◆受付期間
　①９月18日㈬～20日㈮　午前９時～午後５時
　②９月22日㈰　午後１時～５時
　③９月24日㈫・25日㈬　午前９時～午後５時
※詳しくは受験案内をご覧ください。
★本庄市社会福祉協議会☎24-２７５５

◆募集職種　事務職（社会福祉士）

◆募集人員　若干名（令和２年４月１日採用予定）

◆受験資格　昭和60年４月２日以降に生まれた人

　で社会福祉士の資格及び普通自動車運転免許を有

　する人(採用予定日前日までに取得見込みを含む)

★市民活動推進課（はにぽんプラザ内）☎ 22- ０８２８、支所総務課（アスピアこだま内）☎ 72- １３３２、
健康推進課（保健センター内 )☎ 24- ２００３
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